
収入 

印紙 

委 託 契 約 書 （収集運搬業務）（案） 
 

１ 業務の名称      山口市環境センター汚泥収集運搬業務（セメント化） 

２ 委託業務内容 

（１）廃棄物の種類   し尿汚泥（一般廃棄物） 

（２）排出場所     山口県山口市小郡上郷１２２００番地 

山口市環境センター 

（３）再生場所     山口県美祢市伊佐町伊佐４７６８ 

             ＵＢＥ三菱セメント株式会社 山口工場伊佐地区 

山口県宇部市大字小串１９７８番地の７ 

山口工場宇部地区 

            福岡県京都郡苅田町松原町１２番地 

             九州工場 苅田第一地区 

３ 履行期間       令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

４ 委託金額       金 ○○○○円/ｔ（うち消費税相当額 金○○○円/ｔ） 

５ 委託保証金の額   なし 

 

 上記の業務について、山口市（以下「発注者」という。）と○○○○○（以下「受注者」

という。）とは、次の条項により委託契約を締結した。 

 この契約締結の証として、この証書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

            発注者 名   称 山口市 

                代 表 者 山口市長  伊 藤 和 貴 

 

 

            受注者 住   所 ○○○○○○ 

                氏名・名称 ○○○○○ 

                代 表 者 ○○○○ 

 



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の委託契約に関し、この契約に定めるもののほか、別

添仕様書に従いこれを履行しなければならない。 

（権利の譲渡等の制限） 

第２条 受注者は、この契約に定める受注者の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き

受けさせてはならない。 

（再委託の制限） 

第３条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、業務の実施に当たって知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならな

い。 

（実地調査等） 

第５条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の実施の状況について随時実地に調

査し、又は受注者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示

をすることができる。 

（損害の負担） 

第６条 業務の実施について生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発

注者の責めに帰すべき理由により生じた場合は、この限りではない。 

２ 受注者は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じた場合は、

この限りではない。 

（業務完了通知） 

第７条 受注者は、毎月の業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により発注者に

通知しなければならない。 

（委託料） 

第８条 山口工場伊佐地区及び山口工場宇部地区へ運搬する場合の委託金額は上記の通り

とするが、九州工場へ運搬する場合は別途協議とする。 

（委託料の支払） 

第９条 委託料（し尿汚泥の収集運搬数量に頭書の委託単価を乗じて得た額で、１円未満

の端数を切り捨てた金額）の支払は、委託期間内の収集運搬分についてこれを行うもの

とする。 

２ 受注者は、毎月の業務が完了し検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求する

ことができる。 

３ 発注者は、前項の定めにより受注者の提出する適法な請求書を受理したときは、その

日から起算し 30 日以内に委託料を受注者に支払わなければならない。 

（契約の解除） 



第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 

（１） その責めに帰すべき理由により、この契約に定める義務を履行しないとき又は履

行し終える見込のないとき 

（２） その業務の実施方法が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政

令第 300 号、以下「施行令」という。）第３条に規定される一般廃棄物の収集、運搬、

処分等の基準に適合しなくなったとき 

（３） 施行令第４条第１号から同条第３号までに規定される基準に適合しなくなったと 

   き 

２ 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合においても、契約解除前に発注者

が受注者に引渡した脱水汚泥については、受注者の責任で運搬を行うものとする。 

３ 受注者は、前２項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その

損害の賠償を発注者に請求することができない。 

（損害賠償） 

第 11 条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないために発注者に損害を与えたとき

は、その損害に相当する金額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。 

（疑義の解決） 

第 12 条 この契約について疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、解決するものと

する。 

（履行の決定） 

第 12 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、発注者受注

者協議の上、決定するものとする。 


